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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　施設で利用される機器の運転状態の履歴を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された運転状態の履歴に基づいて、過去の時刻における前記機器の
運転状態を、前記施設における前記機器のレイアウトとともに表示する表示手段と、
　を備え、
　前記記憶手段は、前記機器の異常の発生に対して実施された異常対応作業の履歴であっ
て、作業日と作業者と作業内容とのうちの少なくとも１つを含む履歴をさらに記憶し、
　前記表示手段は、前記過去の時刻が前記異常が発生した時刻と一致する場合、前記記憶
手段に記憶された異常対応作業の履歴に基づいて、前記過去の時刻に発生した異常に対し
て実施された異常対応作業における、作業日と作業者と作業内容とのうちの少なくとも１
つをさらに表示する管理システム。
【請求項２】
　施設で利用される機器の運転状態の履歴を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された運転状態の履歴に基づいて、過去の時刻における前記機器の
運転状態を、前記施設における前記機器のレイアウトとともに表示する表示手段と、
　を備え、
　前記記憶手段は、天気の履歴をさらに記憶し、
　前記表示手段は、前記記憶手段に記憶された天気の履歴に基づいて、前記過去の時刻に
おける天気をさらに表示する管理システム。
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【請求項３】
　施設で利用される機器の運転状態の履歴を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された運転状態の履歴に基づいて、過去の時刻における前記機器の
運転状態を、前記施設における前記機器のレイアウトとともに表示する表示手段と、
　を備え、
　前記記憶手段は、前記機器が属するグループの履歴をさらに記憶し、
　前記表示手段は、前記記憶手段に記憶されたグループの履歴に基づいて、前記過去の時
刻において前記機器が属していたグループをさらに表示する管理システム。
【請求項４】
　前記表示手段は、前記機器に異常が発生した時刻を明示するタイムラインをさらに表示
し、
　前記過去の時刻は、前記タイムライン上で明示され、ユーザ操作により指定される請求
項１から３のいずれか１項に記載の管理システム。
【請求項５】
　前記過去の時刻は、ユーザ操作に応答して、時間の経過とともに自動的に進行又は後退
する請求項４に記載の管理システム。
【請求項６】
　前記表示手段は、前記過去の時刻が前記異常が発生した時刻と一致する場合、前記レイ
アウト上において前記機器のアイコンを特定の態様で表示する請求項４又は５に記載の管
理システム。
【請求項７】
　前記表示手段は、前記機器に関する情報を、前記レイアウトとともに表示する請求項１
から６のいずれか１項に記載の管理システム。
【請求項８】
　前記機器に関する情報は、前記機器の識別情報、設置位置、機種、属性を含む請求項７
に記載の管理システム。
【請求項９】
　前記機器に関する情報は、前記機器に接続される配管の種類、敷設距離を含む請求項７
又は８に記載の管理システム。
【請求項１０】
　前記機器に関する情報は、前記機器に接続される通信線の種類、敷設距離を含む請求項
７から９のいずれか１項に記載の管理システム。
【請求項１１】
　前記表示手段は、前記施設のフロアの平面図と、前記平面図に含まれる前記機器の前記
過去の時刻における運転状態とを表示する請求項１から１０のいずれか１項に記載の管理
システム。
【請求項１２】
　前記表示手段は、現在の時刻における前記機器の運転状態を、前記施設における前記機
器のレイアウトとともに表示する請求項１から１１のいずれか１項に記載の管理システム
。
【請求項１３】
　施設で利用される機器の運転状態の履歴を記憶する工程と、
　前記記憶された運転状態の履歴に基づいて、過去の時刻における前記機器の運転状態を
、前記施設における前記機器のレイアウトとともに表示する工程と、
　前記機器の異常の発生に対して実施された異常対応作業の履歴であって、作業日と作業
者と作業内容とのうちの少なくとも１つを含む履歴を記憶する工程と、
　前記過去の時刻が前記異常が発生した時刻と一致する場合、前記記憶された異常対応作
業の履歴に基づいて、前記過去の時刻に発生した異常に対して実施された異常対応作業に
おける、作業日と作業者と作業内容とのうちの少なくとも１つを表示する工程と、
　を含む表示方法。
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【請求項１４】
　施設で利用される機器の運転状態の履歴を記憶する工程と、
　前記記憶された運転状態の履歴に基づいて、過去の時刻における前記機器の運転状態を
、前記施設における前記機器のレイアウトとともに表示する工程と、
　天気の履歴を記憶する工程と、
　前記記憶された天気の履歴に基づいて、前記過去の時刻における天気を表示する工程と
、
　を含む表示方法。
【請求項１５】
　施設で利用される機器の運転状態の履歴を記憶する工程と、
　前記記憶された運転状態の履歴に基づいて、過去の時刻における前記機器の運転状態を
、前記施設における前記機器のレイアウトとともに表示する工程と、
　前記機器が属するグループの履歴を記憶する工程と、
　前記記憶されたグループの履歴に基づいて、前記過去の時刻において前記機器が属して
いたグループを表示する工程と、
　を含む表示方法。
【請求項１６】
　コンピュータに、
　施設で利用される機器の運転状態の履歴を記憶する手順と、
　前記記憶された運転状態の履歴に基づいて、過去の時刻における前記機器の運転状態を
、前記施設における前記機器のレイアウトとともに表示する手順と、
　前記機器の異常の発生に対して実施された異常対応作業の履歴であって、作業日と作業
者と作業内容とのうちの少なくとも１つを含む履歴を記憶する手順と、
　前記過去の時刻が前記異常が発生した時刻と一致する場合、前記記憶された異常対応作
業の履歴に基づいて、前記過去の時刻に発生した異常に対して実施された異常対応作業に
おける、作業日と作業者と作業内容とのうちの少なくとも１つを表示する手順と、
　を実行させるためのプログラム。
【請求項１７】
　コンピュータに、
　施設で利用される機器の運転状態の履歴を記憶する手順と、
　前記記憶された運転状態の履歴に基づいて、過去の時刻における前記機器の運転状態を
、前記施設における前記機器のレイアウトとともに表示する手順と、
　天気の履歴を記憶する手順と、
　前記記憶された天気の履歴に基づいて、前記過去の時刻における天気を表示する手順と
、
　を実行させるためのプログラム。
【請求項１８】
　コンピュータに、
　施設で利用される機器の運転状態の履歴を記憶する手順と、
　前記記憶された運転状態の履歴に基づいて、過去の時刻における前記機器の運転状態を
、前記施設における前記機器のレイアウトとともに表示する手順と、
　前記機器が属するグループの履歴を記憶する手順と、
　前記記憶されたグループの履歴に基づいて、前記過去の時刻において前記機器が属して
いたグループを表示する手順と、
　を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管理システム、表示方法及びプログラムに関し、さらに詳しくは、施設に設
置された設備機器を管理する管理システム、施設に設置された機器の運転状況を表示する
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ための表示方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　オフィスビルや店舗などの大規模な施設に設置される設備機器は、ネットワークを介し
て相互に接続され、リモコンや制御機器などによって集中的に管理される。分散配置され
た設備機器を集中的に管理することで、各設備機器を、施設の利用状況に応じて効率的に
運用することが可能となる。
【０００３】
　この種のシステムでは、システムの状態が常時監視されており、当該システムの運転状
態や運転履歴については、制御機器のモニタを使って確認することができる。例えば、特
許文献１に開示された管理装置では、ビルに設置された設備が常時監視される。そして、
設備の異常が検出された場合には、異常の内容が表示装置に表示される。これにより、当
該設備のユーザは、異常の発生及びその内容を、容易に特定することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－０９９８８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、地球温暖化や、世界規模で進行する経済産業の発展にともない、ＣＯ２排出量の
削減、或いはエネルギー消費量の削減を目的とする取り組みが重要視されている。その結
果、設備機器はますます多機能化し、それとともに、１台の制御機器が管理する設備機器
の数や情報の量も年々増加している。
【０００６】
　したがって、万が一設備に異常が発生したとすると、ユーザは、膨大な量の履歴を解析
して、故障箇所や故障原因を特定する必要がある。
【０００７】
　本発明は、上述の事情の下になされたもので、過去の時刻における機器の運転状態を、
機器のレイアウトとともに表示することにより、システムの異常の原因を特定するための
作業を簡易化し、当該設備を管理するユーザの作業負担を低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明に係る管理システムは、
　施設で利用される機器の運転状態の履歴を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された運転状態の履歴に基づいて、過去の時刻における前記機器の
運転状態を、前記施設における前記機器のレイアウトとともに表示する表示手段と、
　を備え、
　前記記憶手段は、前記機器の異常の発生に対して実施された異常対応作業の履歴であっ
て、作業日と作業者と作業内容とのうちの少なくとも１つを含む履歴をさらに記憶し、
　前記表示手段は、前記過去の時刻が前記異常が発生した時刻と一致する場合、前記記憶
手段に記憶された異常対応作業の履歴に基づいて、前記過去の時刻に発生した異常に対し
て実施された異常対応作業における、作業日と作業者と作業内容とのうちの少なくとも１
つをさらに表示する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、過去の時刻における機器の運転状態が、当該機器のレイアウトととも
に表示される。これにより、機器のユーザは、過去の時刻における機器の運転状態と機器
のレイアウトとを同時に確認することができ、結果的に簡単にシステムの異常の原因を特
定したり、運転状況を把握したりすることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態に係る管理システムのブロック図である。
【図２】設備機器システムを構成する各機器の配置図である。
【図３】設備管理装置のブロック図である。
【図４】補助記憶部に記憶される情報を示す図である。
【図５】フロアの平面図である。
【図６】運転状態を示す情報を模式的に示す図である。
【図７】アクセス権の制限ルールの一例を表すテーブルを示す図である。
【図８】表示部に表示される画像を示す図である。
【図９】機器情報の表示形態を説明するための図である。
【図１０】情報閲覧ウインドを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態を、図面を参照しつつ説明する。図１は、本実施形態に係る
管理システム１００にブロック図である。この管理システム１００は、オフィスビル等の
商業施設に設置される機器を管理するためのシステムである。図１に示されるように、管
理システム１００は、設備管理装置１０、設備機器システム２０、設備管理装置１０にイ
ンターネット４０を介して接続されるサーバ３０を有している。
【００１２】
　設備機器システム２０は、室内機２１～２５、これらの室内機２１～２５を操作するた
めのリモコン２６、及び室外機２７を有している。
【００１３】
　図２は、設備機器システム２０を構成する各機器の配置図である。図２に示されるよう
に、設備機器システム２０は、５つのフロア１Ｆ～５Ｆを有する５階建てのオフィスビル
９０に設置されている。本実施形態では、フロア１Ｆの天井には室内機２１１～２５１が
設置されている。フロア２Ｆの天井には室内機２１２～２５２が設置されている。
フロア３Ｆの天井には室内機２１３～２５３が設置されている。フロア４Ｆの天井には室
内機２１４～２５４が設置されている。フロア５Ｆの天井には室内機２１５～２５５が設
置されている。また、オフィスビル９０の屋上には、室外機２７が設置されている。
【００１４】
　図１を参照するとわかるように、各フロアに設置された室内機２１～２５は、それぞれ
対応するリモコン２６によって操作可能となっている。各フロアを利用するユーザは、当
該リモコン２６を介して、各室内機２１～２５の運転、停止、温度の設定、出力の設定等
を行うことができる。
【００１５】
　室内機２１～２５それぞれと室外機２７は、冷媒が循環する配管２８によって相互に接
続されている。そして、室内機２１～２５では、配管２８を循環する冷媒と室内の空気と
の間で熱交換が行われ、室外機２７では、配管２８を循環する冷媒と外気との間で熱交換
が行われる。これにより、各フロア１Ｆ～５Ｆの空気と外気との間の熱交換が行われ、オ
フィスビル９０の各フロア１Ｆ～５Ｆの空調が実現する。
【００１６】
　図３は、設備管理装置１０のブロック図である。図３に示されるように、設備管理装置
１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１、主記憶部１２、補助記憶部１３、表
示部１４、入力部１５、インタフェース部１６、及び上記各部を相互に接続するシステム
バス１７を有するコンピュータである。
【００１７】
　主記憶部１２は、ＲＡＭ（Random Access Memory）等を含んで構成され、ＣＰＵ１１の
作業領域として用いられる。
【００１８】
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　補助記憶部１３は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、磁気ディスク、半導体メモリ等の不
揮発性メモリを含んで構成されている。この補助記憶部１３は、ＣＰＵ１１が実行するプ
ログラム、及び各種パラメータなどを記憶している。また、設備機器システムを構成する
各機器についての機器情報等を記憶している。
【００１９】
　図４は、補助記憶部１３に記憶される情報を模式的に示す図である。図４に示されるよ
うに、補助記憶部１３には、物件名、フロア情報が記憶されている。
【００２０】
　物件名とは、設備機器システム２０が設置されたオフィスビルの名称や、商業施設の名
称である。
【００２１】
　フロア情報は、フロア平面図、フロア入力情報、システム通知情報から構成される。そ
して、当該フロア情報を構成するフロア平面図は、オフィスビル９０の各フロアの平面図
を規定する画像情報である。図５は、フロア１Ｆの平面図ＭＰ１である。図５を参照する
とわかるように、平面図ＭＰ１には、フロア１Ｆを区画して３つの空間ＳＰ１，ＳＰ２，
ＳＰ３を規定する外壁及び内壁と、フロア１Ｆに配置された机やキャビネットなどの家具
類が表示されている。また、この平面図ＭＰ１では、図５に示されるように、左下のコー
ナーを原点とするＸＹ座標系が規定されている。したがって、平面図ＭＰ１上の位置は座
標（ｘ，ｙ）で特定することができる。
【００２２】
　本実施形態では、オフィスビル９０の各フロア１Ｆ～５Ｆの平面図、及び屋上の平面図
についての画像情報が、予め補助記憶部１３に記憶されている。
【００２３】
　フロア入力情報は、異常対応作業情報、通信線情報、冷媒配管情報から構成されている
。そして、異常対応作業情報は、作業日、作業者ＩＤ、作業内容メモから構成されている
。この異常対応作業情報は、設備機器システム２０のユーザによって入力される。
【００２４】
　作業日は、上記復旧作業を行った日や期間を特定するための情報であり、例えば「２０
１０年○月○日」或いは「２０１０年○月○日～○月○日」といったように、作業日、或
いは作業期間を特定するために十分な情報である。
【００２５】
　作業者ＩＤは、設備機器システム２０を保守管理する作業者に個別に割り当てられた識
別情報である。この識別情報に基づいて、復旧作業を行った作業者の名前、所属等を特定
することができる。
【００２６】
　作業内容メモは、例えば室内機２１～２５或いは室外機２７が故障したときに、当該故
障した機器を復旧するために要した作業の内容である。具体的には、「冷却ファンの交換
」、「破損した冷媒配管の交換」といったように、復旧作業の内容を特定するための情報
である。
【００２７】
　通信線情報は、配線位置、線長、線種を示す情報から構成され、それぞれの情報は、設
備機器システム２０の設置工事完了時に、設備機器システム２０の供給元や、保守管理者
によって入力される。
【００２８】
　室内機２１～２５、室外機２７、設備管理装置１０は、図１に示されるように、通信線
によって相互に接続されている。上述の配線位置とは、機器相互間を接続する通信線の敷
設経路を特定するための情報である。この配線位置は、フロア平面図における位置を特定
する情報であり、通信線の始点の座標（ｘ１，ｙ１）と終点の座標（ｘ２，ｙ２）をいう
。例えば、図５に示されるように、室内機２１１と室内機２２１との間に敷設された通信
線２９については、室内機２１１の座標（ｘ２１，ｙ２１）と、室内機２２１の座標（ｘ
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２２，ｙ２２）が配線位置を示す情報として記憶される。
【００２９】
　線長とは、通信線自体の長さを示す情報である。具体的には、図５に示されるように、
室内機２１１から室内機２２１へ敷設された通信線２９の長さ示す情報である。また、線
種とは、当該通信線の用途、外径等の情報をいう。
【００３０】
　図４に戻り、冷媒配管情報は、配管位置、管長、管種を示す情報から構成され、それぞ
れの情報は、設備機器システム２０の設置工事完了時に、設備機器システム２０の供給元
や、保守管理者によって入力される。
【００３１】
　室内機２１～２５、室外機２７は、図２に示されるように、配管２８によって相互に接
続されている。上述の配管位置とは、機器相互間を接続する配管２８の敷設経路を特定す
るための情報である。この配管位置は、フロア平面図における位置を特定する情報であり
、配管２８の始点の座標（ｘ３，ｙ３）と終点の座標（ｘ４，ｙ４）をいう。例えば、図
５に示されるように、室内機２１１と室内機２２１との間に敷設された配管２８について
は、室内機２１１の座標（ｘ２１，ｙ２１）と、室内機２２１の座標（ｘ２２，ｙ２２）
が配線位置を示す情報として記憶される。
【００３２】
　配管長とは、配管２８自体の長さを示す情報である。具体的には、図５に示されるよう
に、室内機２１１から室内機２２１へ敷設された配管２８の長さを示す情報である。また
、管種とは、配管を流れる冷媒の向き、外径等の情報をいう。
【００３３】
　図４に戻り、システム通知情報は、設備器機器情報と外部情報とから構成されている。
設備機器情報は、設備機器システム２０を構成する各機器について情報であり、設備機器
ＩＤ、機種、設置位置、グループＩＤ、運転状態、操作内容を示す情報から構成されてい
る。
【００３４】
　設備機器ＩＤは、アルファベットや数字から構成されるコードであり、機器ごとに割り
当てられている。設備管理装置１０は、設備機器システム２０との通信を行う際に、この
識別コードに基づいて、各室内機２１～２５、及び室外機を認識する。
【００３５】
　機種とは、機器が室内機であるか室外機であるかを示す情報、機器の製造メーカ、機器
のスペック等を特定するための情報である。この機種情報は、機器ごとに割り当てられて
いる。
【００３６】
　設置位置とは、機器が設置されるフロアを特定するための情報や、フロア内で機器の位
置を特定するための情報である。機器については、図５に示されるように、フロアの一角
を原点としたＸＹ座標系を基準とする座標（ｘ，ｙ）をいう。この設置位置を示す情報を
用いると、図５に示されるように、フロア１Ｆにレイアウトされた室内機２１１～２５１

を、フロア１Ｆの平面図ＭＰ１に重ねて、表示することが可能となる。
【００３７】
　グループＩＤとは、室内機２１～２５から構成されるグループを特定するための情報で
ある。このグループＩＤは、各室内機２１～２５に割り当てられている。
【００３８】
　図５を参照するとわかるように、本実施形態では、フロア１Ｆの区画ＳＰ１に設置され
る室内機２１１～２３１が１つのグループを構成し、区画ＳＰ２，ＳＰ３に設置される室
内機２４１，２５１はグループを構成しない。上記グループを第１グループとすると、室
内機２１１～２３１には、当該室内機２１１～２３１が第１グループに属することを示す
グループＩＤが割り当てられる。また、室内機２４１，２５１には、当該室内機２４１，
２５１が第１グループに属さないことを示すグループＩＤが割り当てられる。
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【００３９】
　設備管理装置１０は、室内機２１１～２５１との通信によって得たグループＩＤから、
各室内機２１１～２３１が共通するグループに属することを認識することができる。
【００４０】
　また、リモコン２６１による操作では、共通のグループに属する室内機２１１～２３１

が統括的に操作される。具体的には、リモコン２６１による温度の設定、出力の設定が、
室内機２１１～２３１のいずれかになされると、室内機２１１～２３１それぞれは、共通
の設定温度、出力で運転される。
【００４１】
　他のフロア２Ｆ～５Ｆに設置される室内機についても、同様にグループＩＤが規定され
ている。
【００４２】
　以上説明した、機種、設置位置、グループＩＤについての情報は、設備機器システム２
０の設置工事完了時に、設備機器システム２０の供給元や、保守管理者によって入力され
る。
【００４３】
　運転状態とは、機器の運転状態を示す情報である。図６は、運転状態を示す情報を模式
的に示す図である。図６に示されるように、運転状態は、機器の状態と日時とを示す情報
からなる。機器の状態を示す情報は、室内機２１～２５の設定温度、冷房運転中であるか
暖房運転中であるかを特定するための情報、運転中であるか停止中であるかを特定するた
めの情報等である。これらの情報は、図６を参照するとわかるように、時系列的に記憶さ
れる。時系列的に記憶された機器の状態を示す情報、及び日時を示す情報は、当該室内機
２１～２５の運転履歴を示す情報となる。
【００４４】
　図４に戻り、操作内容とは、リモコン２６を介して入力されたユーザからの指令を示す
情報である。この情報は、ユーザによって設定された温度、選択された運転モードを特定
するための情報である。
【００４５】
　以上説明した、運転状態、操作内容は、各室内機２１～２５から出力され、補助記憶部
１３に順次蓄積される情報である。
【００４６】
　外部情報は、天気、風速を示す情報から構成されている。天気とは、設備機器システム
２０が設置されたオフィスビル９０が位置するところの天気を示す情報である。また、風
速とは、設備機器システム２０が設置されたオフィスビル９０が位置するところの風速を
示す情報である。これらの情報は、インターネット４０を介して、外部から取得される。
そして、補助記憶部１３に、時系列手的に記憶される。
【００４７】
　図３に戻り、表示部１４は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）を有し、ＣＰＵ１１の
処理結果等を表示する。
【００４８】
　入力部１５は、キーボードやマウス等のポインティングデバイスからなるユーザインタ
フェースを有している。ユーザ等の指示は、この入力部１５を介して入力され、システム
バス１７を経由してＣＰＵ１１に通知される。
【００４９】
　インタフェース部１６は、設備機器システム２０、及びインターネット４０との通信イ
ンタフェースを備えている。設備機器システム２０を構成する室内機２１～２５、及び室
外機２７は、インタフェース部１６を介してシステムバス１７に接続される。
【００５０】
　サーバ３０は、設備管理装置１０と同様に、ＣＰＵ、主記憶部、補助記憶部、表示部、
入力部、及びインタフェース部を有するコンピュータである。このサーバ３０は、設備管
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理装置１０との通信により、図４に示される情報を取得する。そして、取得した情報を、
時系列的に蓄積する。これにより、当該オフィスビル９０、及び他の施設に設置された設
備機器システム２０の監視、或いは保守管理を一元的に行うことが可能となる。
【００５１】
　また、当該サーバ３０と設備管理装置１０の双方は、インターネット４０に接続されて
いる。このため、オフィスビル９０に設置された設備機器システム２０の運転状態、及び
運転履歴は、遠隔からも監視、保守点検することができる。しかしながら、管理システム
１００のセキュリティの観点から、設備管理装置１０、及びサーバ３０へのアクセス権に
は、一定の制限が設けられている。
【００５２】
　図７には、アクセス権の制限ルールの一例を表すテーブルが示されている。図７に示さ
れるように、本実施形態では、ユーザによって、フロア情報の閲覧、フロア情報の編集、
異常コードの閲覧が制限される。例えば、故障などの異常が発生した機器を特定するため
の異常コードの閲覧は、すべてのユーザに許可される。一方で、フロアに設置された機器
を監視するために必要なフロア情報を閲覧する権限や、機器の運転履歴の編集や削除を行
うためのフロア情報の編集権限は、設備機器の管理者、供給元等、特定の者に対してのみ
に許可される。
【００５３】
　次に、上述のように構成された、管理システム１００の使用方法について説明する。管
理システム１００のユーザは、例えば、設備管理装置１０の入力部１５を介して、ＣＰＵ
１１に、フロア１Ｆに設置される機器の履歴情報の表示を指示する。これにより、表示部
１８には、図８に示される画像ＰＨが表示される。
【００５４】
　図８は、フロア１Ｆに設置される室内機２１１～２５１がレイアウトされた平面図ＭＰ
１と、タイムラインＴＬと、画像ＰＨについての補足事項ＮＴから構成されている。
【００５５】
　室内機がレイアウトされた平面図ＭＰ１は、補助記憶部１３に記憶された画像情報と、
当該平面図ＭＰ１における室内機２１１～２５１の座標（ｘ，ｙ）から生成される。この
平面図ＭＰ１には、例えば図５に示されるように、配管２８、通信線２９も必要に応じて
レイアウトされた状態で表示される。
【００５６】
　タイムラインＴＬは、室内機２１１～２５１の運転履歴を時系的に表示させるためのも
のである。このタイムラインＴＬは、年、月、日、時、分を示す５つのラインから構成さ
れている。タイムラインＴＬの５つのラインは、ボタンｂ２が押下されると、タイムライ
ンＴＬに重ねて表示される基準マークＳＭに対して、相対的に送られる。そして、ボタン
ｂ１，ｂ４が押下されると、基準マークＳＭに対して、相対的にラインが早戻しされ、或
いは早送りされる。また、ボタンｂ３が押下されるとラインは停止する。
【００５７】
　ユーザは、マウス等のポインティングデバイスを使って、ボタンｂ１～ｂ４を操作する
ことによりタイムラインＴＬを動かして、所望の時刻を基準マークＳＭに一致させること
で、当該時刻での室内機２１１～２５１の運転状況を、表示部１４に表示させることがで
きる。室内機２１１～２５１の運転状態の表示は、例えば平面図ＭＰ１にレイアウトされ
た室内機２１１～２５１に重ねて、図９に示されるように、運転モード、設定温度等を表
示することにより行われる。
【００５８】
　また、図８に示されるように、室内機２１１～２５１に異常が発生している場合には、
平面図ＭＰ１にレイアウトされた室内機２１１～２５１を示すアイコンの色や塗りつぶし
パターンが変更される。タイムラインＴＬ上に示されるマークｍ１～ｍ５は、タイムライ
ンＴＬを構成するラインとともに移動するマークである。これらのマークｍ１～ｍ５は、
当該マークｍ１～ｍ５と重なる時刻に、室内機２１１～２５１のいずれかに異常が発生し
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たことを示している。
【００５９】
　ユーザは、ボタンｂ１～ｂ４を操作することによりタイムラインＴＬを動かしてマーク
ｍ１～ｍ５を、基準マークＳＭに一致させることで、当該時刻で異常が発生した室内機２
１１～２５１を、表示させることができる。例えば、マークｍ１～ｍ５を、基準マークＳ
Ｍに一致させたときに、図８に示されるように、室内機２２１，２５１の塗りつぶしパタ
ーンが変わった場合には、ユーザは、基準マークＳＭによって示される時刻に、室内機２
２１，２５１に異常が発生したことを確認することができる。
【００６０】
　また、ユーザは、例えば画面に表示される室内機２１１～２５１を示すアイコンや、配
管２８を示すアイコン、或いは通信線２９を示すアイコンをクリックすることで、対応す
る室内機２１１～２５１等の機器についての情報を表示させることができる。具体的には
、表示部１４に示される所望のアイコンをクリックすると、図１０に示される情報閲覧ウ
インドＷがポップアップして、対応する機器についての情報を閲覧することが可能となる
。この情報閲覧ウインドＷに示される情報は、タイムラインＴＬのよって規定される時刻
における情報であり、その内容は図４に示される情報の内容と等価である。
【００６１】
　また、ユーザは、各フロア２Ｆ～５Ｆについても、図８に示される画面に類する画面を
表示部１４に表示させることができる。そして、同様に、各フロア２Ｆ～５Ｆに配置され
た機器の履歴を、表示部１４に表示させることができる。
【００６２】
　以上説明したように、本実施形態では、図５に示されるように、表示部１４に、オフィ
スビル９０のフロアについての平面図ＭＰ１と、当該フロアにレイアウトされた機器が同
時に表示される。そして、ユーザは、タイムラインＴＬを操作することで、フロアに設置
された複数の機器の運転状況の遷移を、当該機器のレイアウトともに確認することができ
る。
【００６３】
　したがって、設備機器システム２０を構成する室内機や室外機に異常が発生した場合に
は、各機器についての運転履歴を個別に調べて、機器相互間で比較するような面倒な操作
をすることなく、各機器の運転状況を比較し確認することができる。その結果、本管理シ
ステム１００のユーザは、簡単に異常の原因を特定することが可能となる。
【００６４】
　本実施形態では、画像ＰＨに示されるアイコンがクリックされると、当該アイコンに対
応する機器についての情報を表示する情報閲覧ウインドＷがポップアップする。このため
、所望の機器についての情報を簡単に確認することができる。したがって、異常の原因を
特定するための作業の効率を向上させるとともに、ユーザの作業負荷を低減することが可
能となる。
【００６５】
　本実施形態では、機器だけではなく、当該機器に接続される配管２８、通信線２９の敷
設状況、配線長或いは配管長、線種或いは管種も、当該機器のレイアウトとともに確認す
ることができる。これにより、異常の原因が室内機や室外機以外にあったとしても、当該
故障の原因の推定が容易になる。
【００６６】
　また、当該機器に接続される配管２８、通信線２９の敷設状況、配線長或いは配管長、
線種或いは管種を確認することで、異常を復旧するための作業の準備を迅速かつ容易に行
うことができる。
【００６７】
　本実施形態では、設備機器システム２０を構成する各機器についての情報が、インター
ネット４０に接続されたサーバ３０に送信され、当該サーバ３０に蓄積される。このため
、オフィスビル９０に設置された設備機器システム２０の運転状態、及び運転履歴を、遠
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隔からも一元的に監視、保守点検することができる。また、異常に対処するためのノウハ
ウの共有も容易になる。なお、管理システム１００では、サーバ３０へのアクセス権限が
設定されているため、セキュリティ上問題になることはない。
【００６８】
　本実施形態では、作業者を特定するための作業者ＩＤが、平面図ＭＰ１とともに表示さ
れる。これにより、過去の異常の復旧作業を行った作業者を容易に特定することができる
。したがって、異常についてのヒアリングや、原因のフィードバックが容易になる。
【００６９】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態によって限定され
るものではない。例えば、上記実施形態では、例えば図９に示されるように、平面図ＭＰ
１にレイアウトされた室内機２１～２５とともに、運転モードと設定温度を表示すること
とした。しかしながら、ここで表示する情報は任意であり、例えば室内の温度や外気温度
等、他の情報を選択的に表示することとしてもよい。
【００７０】
　上記実施形態では、図８に示されるように、表示部１４に１つのフロアの平面図ＭＰ１
と、当該フロアにレイアウトされた機器が表示されることとした。これに限らず、表示部
１４には、複数の配置図が表示されることとしてもよい。
【００７１】
　上記実施形態では、設備機器システム２０が、オフィスビル９０に設置される場合につ
いて説明した。これに限らず、設備機器システム２０は、その他の商業施設に設置されて
もよい。また、本発明は、施設のフロアの数、室内機の数或いは室外機の数によって限定
されるものではない。
【００７２】
　上記実施形態では、設備機器システム２０が、室内機と室外機とから構成される空調装
置である場合について説明した。設備機器システム２０は、室内機と室外機以外の装置を
備えていてもよい。また、照明システムのように、オフィスビル等に分散配置される機器
を有するシステムであってもよい。
【００７３】
　上記実施形態に係る設備管理装置１０は、専用のハードウエアによっても、通常のコン
ピュータシステムによっても実現することができる。
【００７４】
　上記実施形態では、設備管理装置１０の補助記憶部１３にプログラムが記憶されている
こととしたが、当該プログラムを、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disk
 Read-Only Memory）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）、ＭＯ（Magneto-Optical dis
k）等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に格納して配布し、そのプログラムをコ
ンピュータにインストールすることにより、上述の処理を実行する設備管理装置１０を構
成することとしてもよい。
【００７５】
　本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施形態及び変形が
可能とされるものである。また、上述した実施形態は、本発明を説明するためのものであ
り、本発明の範囲を限定するものではない。つまり、本発明の範囲は、実施形態ではなく
、特許請求の範囲によって示される。そして、特許請求の範囲内及びそれと同等の発明の
意義の範囲内で施される様々な変形が、本発明の範囲内とみなされる。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明の管理システムは、設備機器の管理に適している。本発明の表示方法及びプログ
ラムは、設備機器の運転状況の表示に適している。
【符号の説明】
【００７７】
　１０　設備管理装置
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　１１　ＣＰＵ
　１２　主記憶部
　１３　補助記憶部
　１４　表示部
　１５　入力部
　１６　インタフェース部
　１７　システムバス
　１８　表示部
　２０　設備機器システム
　２１～２５　室内機
　２６　リモコン
　２７　室外機
　２８　配管
　２９　通信線
　３０　サーバ
　４０　インターネット
　９０　オフィスビル
　１００　管理システム
　１Ｆ～５Ｆ　フロア
　ＭＰ１　平面図
　ＮＴ　補足事項
　ＰＨ　画像
　ＳＭ　基準マーク
　ＳＰ１～ＳＰ３　区画
　ＴＬ　タイムライン
　Ｗ　情報閲覧ウインド
　ｂ１～ｂ４　ボタン
　ｍ１～ｍ５　マーク
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